
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要
（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。

(２)保護者制度の廃止
主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が

大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。

(３)医療保護入院の見直し
①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。
＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
②精神科病院の管理者に、
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置
・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携
・退院促進のための体制整備
を義務付ける。

(４)精神医療審査会に関する見直し
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。

平成26年４月１日（ただし、１．（４）①については平成28年４月１日）

政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、
医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方、入院中の
処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

１．概要

２．施行期日

３．検討規定

精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の策定、
保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。
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平成２５年精神保健福祉法改正による医療保護入院者の退院促進措置

１．退院後生活環境相談員の選任

２．地域援助事業者の紹介

３．医療保護入院者退院支援委員会の設置

平成２５年の精神保健福祉法改正により、精神科病院の管理者に以下の事項を義務付けている。

○ 医療保護入院者の退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介、円滑な地域生活への移行のための

退院後の居住の場の確保等の調整等の業務を行う『退院後生活環境相談員』を精神保健福祉士等から選任し

なければならない。

○ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療

保護入院者が円滑に地域生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業や、事業の利用に向けた相談援

助を行う『地域援助事業者』を紹介するよう努めなければならない。

○ 主治医、看護職員、退院後生活環境相談員、医療保護入院者及び家族等が出席し、医療保護入院者の入院

継続の必要性の有無とその理由、入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間及び当

該期間における退院に向けた取組等を審議する『医療保護入院者退院支援委員会』を設置しなければならない。



退院後生活環境相談員の選任

１．役割

（１）個々の医療保護入院者の退院支援のための取組において中心的役割を果たす。

（２）医師の指導を受けつつ、多職種連携のための調整や行政機関を含む院外の機関との調整に努める。

２．選任及び配置

・配置の目安：退院後生活環境相談員１人につき、概ね50人以下の医療保護入院者を担当
・医療保護入院者１人につき１人の退院後生活環境相談員を入院後７日以内に選任

３．資格要件
①精神保健福祉士 ②看護職員（保健師を含む。）、作業療法士、社会福祉士として、精神障害者に関する業務の経験者
③３年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有する者
であって、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者

４．業務内容
（１）入院時に本人及び家族等に対し、退院後生活環境相談員として選任されたことや、退院促進の措置への関わりについて説明
（２）退院に向けた相談支援業務
ア 本人及び家族等からの相談や退院に向けた具体的な取組の工程の相談等を積極的に行い、退院促進に努める。
イ 退院に向けた相談支援を行うに当たって、主治医の指導を受けるとともに、その他本人の治療に関わる者との連携を図る。

（３）地域援助事業者等の紹介に関する業務
ア 本人及び家族等から紹介の希望があった場合等、必要に応じて地域援助事業者を紹介するよう努める。
イ 地域援助事業者に限らず、本人の退院後の生活環境又は療養環境に関わる者の紹介や連絡調整を行い、退院後の環境調
整に努める。

（４）退院調整に関する業務
ア 医療保護入院者退院支援委員会開催に向けた調整や運営の中心的役割を担う。
イ 居住の場の確保等の退院後の環境に係る調整や、地域援助事業者等との連携等、円滑な地域生活への移行を図る。

※医療保護入院者が退院して再度任意入院する場合、地域生活への移行までは、継続して退院促進の取組を行うことが望ましい。
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地域援助事業者の紹介

１．趣旨・目的

医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が円

滑に地域生活に移行することができるよう、必要に応じて紹介を行うよう努める。

２．紹介の方法

（１）地域援助事業者の紹介の方法については、書面の交付による紹介に限らず、例えば、面会による紹介（紹介する地域援助事

業者の協力が得られる場合に限る。）やインターネット情報を活用しながらの紹介等により、医療保護入院者が地域援助事業

者と積極的に相談し、退院に向けて前向きに取り組むことができるよう工夫する。

（２）紹介を行う事業者については、必要に応じて当該医療保護入院者の退院先又はその候補となる市町村への照会を行うほか、

精神保健福祉センター及び保健所等の知見も活用する。

３．紹介後の対応

地域援助事業者の紹介を行った場合においては、退院後生活環境相談員を中心として、医療保護入院者と当該地域援助事業

者の相談状況を把握し、連絡調整に努める。

４．地域援助事業者による相談援助

（１）地域援助事業者は、医療保護入院者が障害福祉サービスや介護サービスを退院後円滑に利用できるよう、当該地域援助事
業者の行う特定相談支援事業等の事業やこれらの事業の利用に向けた相談援助を行う。

（２）相談に当たっては、退院後生活環境相談員との連携に努め、連絡調整を図る。

（３）相談援助を行っている医療保護入院者に係る医療保護入院者退院支援委員会への出席の要請があった場合には、できる限
り出席し、退院に向けた情報共有に努める。
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医療保護入院者退院支援委員会

１．趣旨・目的
病院において医療保護入院者の入院の必要性を審議する体制を整備するとともに、入院が必要とされる場合の推定される入

院期間を明確化し、退院に向けた取組を審議する体制を整備し、病院における退院促進に向けた取組を推進するために設置。

２．対象者
①在院期間が１年未満の医療保護入院者であって、入院診療計画書に記載した推定される入院期間を経過するもの
②在院期間が１年未満の医療保護入院者であって、委員会の審議で設定された推定される入院期間を経過するもの
③在院期間が１年以上の医療保護入院者であって、病院の管理者が委員会での審議が必要と認めるもの

３．出席者
①主治医（主治医が精神保健指定医でない場合は、主治医以外の精神保健指定医も出席） ②看護職員
③退院後生活環境相談員 ④①～③以外で管理者が出席を求める病院職員 ⑤医療保護入院者本人（希望する場合）
⑥医療保護入院者の家族等（本人が出席を求め、出席要請に応じるとき）
⑦地域援助事業者その他の退院後の生活環境に関わる者（⑥と同様）

４．開催方法
当該病院における医療保護入院者数等の実情に応じた開催方法。

５．審議内容
委員会においては、以下の３点その他必要な事項を審議
①医療保護入院者の入院継続の必要性の有無とその理由
②入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間
③②の推定される入院期間における退院に向けた取組

６．審議結果

（１）病院の管理者は、医療保護入院者退院支援委員会の審議状況を確認し、審議記録に署名する。また、審議状況に不十分な点
がみられる場合には、適切な指導を行う。

（２）審議の結果はできる限り速やかに本人並びに当該委員会への出席要請を行った３⑥及び⑦に掲げる者に通知する。

（３）委員会における審議の結果、入院の必要性が認められない場合には、速やかに退院に向けた手続をとる。

（４）審議記録は、定期病状報告の際に直近の審議時のものを添付する。
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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第33条の４ 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働

省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を

選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相

談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

第33条の５ 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者又はその家族等

から求めがあつた場合その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために

必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支

援事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第16項 に規定す

る特定相談支援事業（第49条第１項において「特定相談支援事業」という。）を行う者、介護保険法第８条第

24項 に規定する居宅介護支援事業を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の

問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事

業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの（次条において「地域援助事業者」と

いう。）を紹介するよう努めなければならない。

第33条の６ 精神科病院の管理者は、前２条に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、

必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への

移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院によ

る地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和25年厚生省令第31号）
第15条の６ 精神科病院の管理者は、入院期間が１年未満である医療保護入院者の第13条の４第１号トに

規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに、当該医療保護入院者の入

院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会（以下「委員会」とい

う。）を開催しなければならない。

２～５ （略）

参照条文参照条文
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